
用語の説明 

（１）常用労働者  

期間を定めずに、又は１か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。他企業

又は他事業所に派遣している派遣労働者も含む。なお、別企業に出向しているもの

は含めない。  

（２）正社員 

常用労働者のうち、雇用期間の定めのない者であって、企業又は事業所で定めら

れている１週間の所定労働時間で働いている、企業又は事業所で正社員・正職員と

して処遇されている者をいう。  

（３）正社員以外  

常用労働者のうち、前述の「正社員」以外の者をいう（「嘱託」、「契約社員」、

「パートタイム労働者」又はそれに近い名称で呼ばれている者など）。なお、派遣

労働者及び請負労働者は含まない。  

（４）ＯＦＦ－ＪＴ  

業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことを

いい、例えば、社内で実施する教育訓練（労働者を１か所に集合させて実施する集

合訓練など）や、社外で実施する教育訓練（業界団体や民間の教育訓練機関など社

外の教育訓練機関が実施する教育訓練に労働者を派遣することなど）を含む。 

（５）自己啓発  

労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、

向上させるための活動をいう（職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ健康増進等の

ためのものは含まない。）。  

（６）事業内職業能力開発計画  

職業能力開発促進法第 11条（昭和44年法律第 64号）により規定された、｢事業主

が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行わ

れることを促進するために作成する計画｣をいう。  

（７）職業能力開発推進者  

職業能力開発促進法第 12条により規定された者をいい、選任することが事業主の

努力義務とされている。具体的な業務は以下のとおりである。  

・事業内職業能力開発計画の作成及びその実施に関する業務  

・職業能力開発に関し、その雇用する労働者に対し行う相談、指導等の業務等 

（８）教育訓練休暇  

職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して

与えられる休暇のことをいう。有給であるか無給であるかは問わない。また、社内

での名称が異なる場合でも同様の目的で使用できる場合も含む（有給の場合は、労

働基準法（昭和22年法律第49号）第39条の規定による年次有給休暇として与えられ

るものは除く。）。 

（９）教育訓練短時間勤務  

職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者が活用す

ることのできる短時間勤務（所定労働時間の短縮措置）のことをいう。また、社内

での名称が異なる場合でも同様の目的で使用できる場合も含む。  

（10）教育訓練所定外労働時間免除  

職業人としての資質の向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者が活用す

ることのできる所定外労働時間の免除のことをいう。また、社内での名称が異なる

場合でも同様の目的で使用できる場合も含む。  

（11）新入社員  

入社後３年程度までの者をいう。  



（12）中堅社員  

管理職層及び新入社員に該当しない者をいう。 

（13）管理職層  

管理又は監督の任にある者をいう。 

（14）計画的なＯＪＴ  

日常の業務に就きながら行われる教育訓練（ＯＪＴ）のうち、教育訓練に関する

計画書を作成するなどして教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定め

て、段階的・継続的に実施する教育訓練をいう。例えば、教育訓練計画に基づき、

ライン長などが教育訓練担当者として作業方法等について部下に指導することなど

を含む。 

（15）キャリアコンサルティング  

職業能力開発促進法第２条第５項に規定するキャリアコンサルティング（労働者

の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助

言及び指導を行うこと）をいう。 

（16）セルフ・キャリアドック  

企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と

多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の主体的なキャ

リア形成を促進・支援する総合的な取組（しくみ）をいう。  

（17）職業生活設計  

労働者が、その適性、職業経験等に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上

のための取組について計画することをいう。  

（18）キャリアコンサルタント  

職業能力開発促進法第30条の３に規定するキャリアコンサルタント（キャリアコンサ

ルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを職業とする者）をい

う。 

（19）ジョブ・カード  

職業能力開発促進法に基づく労働者のキャリアプランに即した自発的な職業能力

開発を促進するための「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証

明」のツールであり、事業所にとっては主に採用活動や雇用型訓練等の場面で活用

されるもの。  

（20）社内公募制  

会社が必要とするポストの要件をあらかじめ社内に公開し、応募してきた者の中

から人材を選抜する仕組みをいう。  

（21）社内兼務制度  

就業時間の一部を、部門の枠を超えて、他部署でも従事するという制度をいう。  

（22）職業能力評価  

職業に必要となる技能や能力の評価のうち、厚生労働省が作成した「職業能力評

価基準」に準拠した評価基準、会社が独自に作成した評価基準や業界団体で作成し

た評価基準、あるいは、既存の各種検定・資格に基づいて評価が行われているもの

をいう。  

（23）技能検定  

職業能力開発促進法に基づき、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証

する国家検定をいう。  

（24）国家検定・資格  

法令等に基づいて国が実施・認定する検定・資格をいう。  

（25）公的検定・資格  

国の基準等に基づいて公益法人等が実施、国が認定する検定・資格をいう。  



（26）国の認定を受けた団体等検定・社内検定  

業界団体等が実施する検定であって、一定の要件を満たし、厚生労働大臣が認定

したものをいう。業界団体等の構成員以外も受検可能なものを団体等検定、構成員

のみが受検可能なものを社内検定という。 

（27）就業状態  

① 主に仕事 

主に勤め先で仕事をしている場合をいう。  

② 通学のかたわらに仕事  

主に通学していて、ほかに少しでも仕事をしている場合をいう。  

③ 家事などのかたわらに仕事  

主に家事（育児、介護、看護などを含む。）などをしていて、ほかに少しでも仕

事をしている場合をいう。  

（28）雇用形態  

① 嘱託 

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用される者をいう。  

② 契約社員  

常用労働者のうち、フルタイム勤務で雇用期間の定めがあり、嘱託以外の者をい

う。 

③ パートタイム労働者 

常用労働者のうち、１日の所定労働時間が正社員より短い者又は１週の所定労働

日数が正社員より少ない者のいずれかに該当する者であって、「嘱託」、「契約社

員」以外の者をいう。  

④ その他 

常用労働者のうち、前述の「正社員」、「嘱託」、「契約社員」及び「パートタ

イム労働者」以外の者をいう。 

（29）業務 

① 管理的な仕事  

課（課相当を含む。）以上の組織での管理的な仕事をいう。  

② 専門的・技術的な仕事  

高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事、及び医療・教

育・法律・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事をいう。  

③ 事務的な仕事  

一般に課長（課長相当職を含む。）以上の職務にあるものの監督を受けて、庶

務・文書・人事・会計・調査・企画・運輸・通信・生産関連・営業販売・外勤に関

する事務及び事務用機械を操作する仕事をいう。  

④ 販売の仕事  

商品（サービスを含む。）・不動産・証券などの売買、売買の仲立・取次・代理

などの仕事、保険外交、商品の売買・製造などに関する取引上の勧誘・交渉・受注

の仕事をいう。  

⑤ サービスの仕事  

理容・美容・クリーニング・調理・接客・娯楽など個人に対するサービス、居住

施設・ビルなどの管理サービス及びその他のサービスの仕事をいう。  

⑥ 保安の仕事  

社会・個人・財産の保護、法と秩序の維持などの仕事をいう。  

  



⑦ 生産工程の仕事  

生産設備の制御・監視の仕事、機械・器具・手動具などを用いて原料・材料を加

工する仕事、各種の機械器具を組立・調整・修理・検査する仕事、製版・印刷・製

本の仕事、生産工程で行われる仕事に関連する仕事及び生産に類似する技能的な仕

事をいう。  

⑧ 輸送・機械運転の仕事  

機関車・電車・自動車・船舶・航空機などの運転・操縦の仕事、及びその他の関

連する仕事、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事をいう。  

⑨ 建設・採掘の仕事  

建設の仕事、電気工事に係る作業を行う仕事、ダム・トンネルの掘削などの仕

事、鉱物の探査・試掘・採掘・採取・選鉱の仕事をいう（ただし、建設機械を操作

する仕事を除く。）。  

⑩ 運搬・清掃・包装等の仕事  

主に身体を使って行う定型的な作業のうち、運搬・配達・梱包・清掃・包装等の

仕事をいう。  

（30）役職 

① 部長相当職  

事業所で通常「部長」又は「局長」と呼ばれている者であって、その組織が２課以

上からなるもの、又はその構成員が20名以上（部（局）長を含む。）のものの長をい

う。 

② 課長相当職  

事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が２係以上からなる

もの、又はその構成員が10人以上（課長を含む。）のものの長をいう。  

③ 係長、主任、職長相当職  

構成員の人数にかかわらず、通常「係長」、「主任」と呼ばれている者をい

う。また、建設業、製造業等において名称のいかんにかかわらず、生産労働者の

集団（集団の大きさは問わない。）の長として集団内の指揮、監督に当たる「職

長」を含む。 

（31）公共職業能力開発施設  

職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）、職業能力開発大学校（ポリテ

クカレッジ）、都道府県立職業能力開発校等のことをいう。  

 

 

 

 

 


